
4よしかわ議会だより

教
育
大
綱
に
つ
い
て

戸
田　

馨

問　

教
育
大
綱
策
定
に
あ
た
り
、
出

来
上
が
っ
た
も
の
に
対
す
る
市
長
の

考
え
、
ま
た
今
後
は「
周
知
」と「
実

践
」が
重
要
だ
と
考
え
る
が
、
具
体

的
な
進
め
方
を
伺
う
。

答
市
長　

吉
川
市
の
教
育
大
綱
は
、

未
来
を
担
う
子
供
達
に
向
け
、
一
言

で
吉
川
市
の
教
育
方
針
が
分
か
り
、

子
供
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い
世
代
に

伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
素
晴
ら
し
い

も
の
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
周
知
」と「
実
践
」に
つ
い
て
は
、
教

育
大
綱
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の
を
活

用
し
、
文
章
や
意
味
を
子
供
達
に
伝

え
て
ゆ
く
と
同
時
に
、
現
場
の
教
員

に
も「
志
」と
は
ど
う
い
う
も
の
か

し
っ
か
り
と
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
が
大

事
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。「
志
」を

為
し
と
げ
る
た
め「
学
力
」「
体
力
」

「
非
認
知
能
力
」の
向
上
が
重
要
で
あ

り
、「
非
認
知
能
力
」の
向
上
に
お
い

て
は
、
先
行
事
例
を
参
考
に
し
、
学

識
者
を
招
い
て
吉
川
市
に
合
っ
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
て
ゆ
き
た
い
。

◆
公
共
交
通
に
つ
い
て

問　

実
施
に
向
け
た
具
体
的
な
案
と

タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

答
政
策
室
長　

千
五
百
名
を
対
象
に

し
た
移
動
実
態
調
査
を
行
っ
た
結
果
、

バ
ス
に
よ
る
移
動
手
段
だ
け
で
な
く
、

タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
補
助
を
は
じ
め

と
す
る
ド
ア
・
ツ
ー
・
ド
ア
も
視
野

に
入
れ
制
度
設
計
を
進
め
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

「
公
金
等
の
紛
失
」

に
つ
い
て

稲
垣　

茂
行

問　

被
害
届
提
出
か
ら
７
か
月
が
経

過
し
た
が
、
捜
査
等
の
進
展
は
。

答
政
策
室
長　

関
係
者
の
事
情
聴
取

や
指
紋
の
採
取
等
行
っ
た
が
、
犯
人

の
特
定
に
は
至
ら
ず
、
捜
査
は
終
了

し
た
と
聞
い
て
い
る
。

問　

紛
失（
盗
難
と
も
思
わ
れ
る
）と

な
っ
た
公
金
の
処
理
は
、
い
つ
ど
の

よ
う
に
実
施
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
、

監
査
委
員
に
求
め
た
会
計
課
職
員
の

賠
償
責
任
に
対
す
る
監
査
の
結
果
は
。

答
政
策
室
長　

監
査
結
果
は
、
賠
償

責
任
は
認
め
ら
れ
た
が
、
損
害
賠
償

額
に
つ
い
て
は
合
意
決
定
に
は
至
ら

ず「
合
議
不
調
」と
な
っ
た
。
市
で
は
、

監
査
委
員
の
見
解
に
基
づ
き
、
関
係

者
へ
損
害
賠
償
を
求
め
、
す
で
に
納

付
さ
れ
た
。

問　

賠
償
の
内
容
は
。

答
政
策
室
長　

会
計
課
職
員
３
名
に

対
し
、責
任
度
合
に
応
じ
、６
・
３
・

１
の
割
合
で
利
息
分
を
含
め
、
賠
償

額
を
決
定
し
支
払
を
命
じ
た
。

問　

地
方
自
治
法
２
４
３
条
の
二
に

よ
り
賠
償
を
求
め
た
の
は
当
然
だ
が
、

「
決
定
は
、
監
査
委
員
の
合
議
に
よ

る
も
の
と
す
る
」と
９
項
に
あ
る
。

「
合
議
不
調
」で
、
市
長
が
賠
償
を
命

じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
。

答
政
策
室
長　

自
治
法
２
４
３
条
の

二
の
関
連
で
は
、『
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
』と
あ
る
中
で
、
９
項
の
み

『
よ
る
も
の
と
す
る
』と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
相
当
の
期
間
決
ま
ら
な
い
場
合

は
、
市
長
の
判
断
、
裁
量
権
で
出
来

る
と
考
え
て
い
る
。

近
隣
市
町
と
情
報
交
換
を

東
・
北
部
の
バ
ス
路
線
整
備
へ

降
旗　

聡

問　

東
部
・
北
部
地
区
の
バ
ス
路
線

網
の
整
備
に
つ
い
て
。
①
こ
れ
ま
で
、

近
隣
市
町
と
バ
ス
路
線
開
設
に
む
け

た
話
し
合
い
の
有
無
。
ま
た
、
協
議

会
等
の
設
置
に
向
け
た
取
り
組
み
の

有
無
に
つ
い
て
。
②
バ
ス
路
線
の
充

実
に
む
け
て
、
越
谷
市
、
三
郷
市
、

松
伏
町
、
千
葉
県
野
田
市
と
の
連
携

も
重
要
だ
が
、
市
の
見
解
に
つ
い
て
。

答
政
策
室
長　

①
公
共
交
通
に
関
す

る
考
え
や
バ
ス
の
運
行
支
援
施
策
が

自
治
体
に
よ
り
異
な
る
た
め
、
こ
れ

ま
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
②
移
動
の
目

的
や
居
住
地
に
よ
り
、
そ
の
目
的
地

は
市
内
だ
け
で
は
な
い
と
認
識
し
て

い
る
。
昨
年
末
に
行
っ
た「
移
動
実

態
調
査
」結
果
か
ら
も
同
様
の
回
答

が
得
ら
れ
て
い
る
。
今
回
行
っ
た
調

査
結
果
や
市
民
要
望
を
踏
ま
え
な
が

ら
、
必
要
に
応
じ
て
民
間
バ
ス
事
業

者
へ
要
望
す
る
と
と
も
に
、
近
隣
市

町
と
も
情
報
交
換
を
し
て
い
く
。

♦
生
活
道
路
の
安
全
性
向
上
を

問　

通
学
路
に
指
定
し
て
い
る
道
路

や
学
校
・
公
園
に
近
接
す
る
外
側
線

（
白
線
）に
一
部
段
差
を
付
け
た
も
の

（
リ
ブ
式
）の
導
入
に
つ
い
て
。

答
都
市
建
設
部
長　

リ
ブ
式
は
、
車

両
が
走
行
す
る
と
振
動
や
音
が
発
生

し
、
運
転
手
に
注
意
を
促
す
効
果
が

期
待
で
き
る
。
７
㎜
程
度
の
段
差
が

あ
る
た
め
、
住
宅
地
で
は
、
騒
音
の

原
因
や
、
歩
行
者
な
ど
の
転
倒
を
招

く
危
険
性
も
あ
る
。
導
入
に
つ
い
て

今
後
研
究
し
て
い
く
。

市
内
北
部
・
東
部
地
域
活
性
化

へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

五
十
嵐　

惠
千
子

問　

市
内
北
部
・
東
部
地
域
で
は
、

人
口
減
少
と
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る

こ
と
か
ら
暮
ら
し
の
先
行
き
を
心
配

さ
れ
る
方
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

地
域
の
活
性
化
や
地
域
の
学
校
教
育

に
つ
い
て
、
ど
の
様
に
認
識
さ
れ
解

消
を
お
考
え
か
お
伺
い
致
し
ま
す
。

答
市
長　

当
市
、
平
成
37
年
迄
人
口

が
増
え
続
け
る
中
で
、
旭
地
区
で
は
、

市
民
農
園
を
充
実
さ
せ
、
農
業
・
ス

ポ
ー
ツ
等
、
地
域
の
核
に
し
た
い
。

三
輪
野
江
地
区
で
は
ス
マ
ー
ト
イ
ン

タ
ー
周
辺
を
ま
ち
づ
く
り
ゾ
ー
ン
と

し
て
産
業
・
農
業
等
を
進
め
た
い
。

教
育
に
関
し
て
は
、
旭
小
に
お
け
る

Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
の
推
進
、
三
輪
野
江
小

で
は
放
課
後
子
ど
も
教
室
の
展
開
等
、

其
々
の
地
域
特
色
を
活
か
し
て
事
業

を
推
進
し
て
行
き
た
い
。

問　

地
域
要
望
で
あ
る
市
民
農
園
の

井
戸
活
用
・
小
規
模
特
認
校
導
入
・

ス
ク
ー
ル
バ
ス
導
入
へ
の
ご
見
解
は
。

答
市
長　

ト
イ
レ
も
含
め
水
回
り
を

考
え
て
行
き
た
い
。
ま
た
、
小
規
模

特
認
校
と
ス
ク
ー
ル
バ
ス
導
入
に
関

し
て
は
現
状
を
し
っ
か
り
見
な
が
ら

他
市
に
負
け
な
い
政
策
を
打
ち
た
い
。

♦�

食
品
ロ
ス
削
減
に
む
け
て
の
取
り

組
み
に
つ
い
て

問　

当
市
取
り
組
み
の
現
状
と
新
年

度
の
取
り
組
み
は
。

答
市
民
生
活
部
長　

事
業
の
啓
発
に

力
を
入
れ
ま
し
た
が
、
新
年
度
は
さ

ら
に
エ
コ
シ
ョ
ッ
プ
認
定
制
度
の
要

件
に
入
れ
更
な
る
推
進
に
努
め
ま
す
。

「
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
」の
推
進
を

小
野　

潔

問　
「
第
７
期
高
齢
者
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
」策
定
に
あ
た

り
65
歳
以
上
の
方
へ
の
生
活
実
態
・

ニ
ー
ズ
調
査
の
分
析
が
重
要
と
指
摘

し
た
上
で
、
①
認
知
症
対
策
と
し
て
、

「
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
」の

当
市
で
の
設
置
は
。
②
今
後
の
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
胆き
も

は
要
介
護

へ
行
く
前
の
介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
事
業
の
人
材
確
保
が
重
要
、
地

域
の
力
で
介
護
を
支
え
る
た
め
の
現

在
の
施
策
は
、
東
京
都
武
蔵
野
市

で
の「
地
域
住
民
に
よ
る
認
定
ヘ
ル

パ
ー
事
業
」を
参
考
と
し
て
当
市
で

も
実
施
し
て
は
。

答
健
康
福
祉
部
長　

①
下
半
期
で
の

設
置
に
向
け
て
準
備
を
し
て
い
る
。

②
介
護
相
談
員
や
地
域
ケ
ア
会
議
の

参
加
者
が
担
い
手
に
な
っ
て
い
る
、

武
蔵
野
市
も
参
考
に
し
て
い
く
。

答
え
て
市
長
！

一
般
質
問

　

今
定
例
会
で
は
、
16
名
の
議
員
が
市
政
全
般
に
わ
た
り
、
市
の

見
解
を
た
だ
し
ま
し
た
。
そ
の
主
な
内
容
を
質
問
者
が
要
約
し
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。�

詳
細
は
会
議
録
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。�

　

会
議
録
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
市
立
図
書
館
で
閲
覧
で
き
ま
す
が
、

今
定
例
会
の
会
議
録
の
提
供
は
６
月
上
旬
と
な
る
予
定
で
す
。�


